
登別市建設工事関係業務委託監督要領

（趣旨）

第１条 この要領は、登別市が発注する建設工事に関する業務の測

量、調査、設計、施工管理、工事監理、計画策定その他の建設工事に

関する委託業務（以下「委託業務」という。）について、契約書、図

面、仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書（以下「契

約図書」という。）に基づく適正、かつ、円滑な履行を確保するため、

監督業務を行う職員（以下「業務監督員」という。）の指定及び職

務について必要な事項を定める。

（業務監督員の指定等）

第２条 登別市事務決裁規程（平成２年訓令第６号）に定める業務監

督員の指定権者（以下「指定権者」という。）は、委託業務ごとに

業務監督員を指定するものとする。この場合において、当該委託業

務が法令に定められた資格を必要とするときは、当該資格を有する

者１名以上を業務監督員に指定するものとする。

２ 指定権者は、監督業務の遂行上必要と認めるときは、複数の業務

監督員を指定することができる。この場合において、指定権者は、

業務監督員のうち１名を総括業務監督員に指定するものとする。

３ 業務監督員は、委託業務の受渡しをもって解任される。

４ 指定権者は、業務監督員の変更を伴わない一時的な不在等の理由

で、特に必要と認める場合は、業務監督員代理命令兼復命簿（別記

様式第１号）により当該委託業務監督員以外の職員に監督業務をさ

せることができる。この場合において、当該職員は、指定権者への

復命をもって解任されるものとする。

（業務監督員の一般的業務）

第３条 業務監督員は、登別市契約事務規則（昭和６３年規則第１９



号）に定める監督業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

（１）契約の履行について業務処理責任者（登別市業務委託事務取扱

要綱（平成３年訓令第９号）第７条に定める業務処理責任者をい

う。以下同じ。）に対し、必要な指示、承諾及び協議をするこ

と。この場合において、業務監督員は、協議簿（別記様式第２

号）により適正に処理するものとする。

（２）委託業務の履行のために必要な図書等を受注者に交付するこ

と。

（３）受注者が契約図書に基づき作成した図書等を承諾すること。

（４）契約図書に基づく工程の管理、立会、委託業務の履行の状況の

確認（段階確認を含む。）並びに使用材料の試験及び検査を実施

すること。

（５）委託業務の内容の変更、一時中止又は契約の解除の必要がある

と認められる場合における当該措置に係る上申（理由を含

む。）、その他契約図書に基づく必要事項を報告すること。

２ 業務監督員は、委託業務の適正な履行を確保するために、契約図

書及び業務計画の内容を把握するものとする。

３ 業務監督員は、監督の実施に当たっては、受注者の委託業務の履

行を不当に妨げる行為をしてはならない。

４ 業務監督員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。業務監

督員を解任された後も同様とする。

（支給材料及び貸与品の検査、引渡し）

第４条 業務監督員は、契約図書に定められた支給材料及び貸与品に

ついて、その品名、数量、品質、規格及び性能を契約図書に基づき

検査し、引渡しを行うものとする。この場合において、業務監督員

は、受注者から物品受領書（別記様式第３号）を徴し、契約担当者

（登別市契約事務規則（昭和６３年規則第１９号）第２条第４号に規定

する者をいう。以下同じ。）に報告しなければならない。



２ 業務監督員は、前項の規定により引渡しを行った後に受注者より登

別市建設工事執行規則（平成３年規則第１３号）第１６条第６項に

定める支給材料（貸与品）瑕疵発見通知書の提出があった場合は、

契約担当者に報告しなければならない。

３ 業務監督員は、委託業務の完了（完了前にあっては支給材料の精算

が行うことができるとき）し、業務処理責任者から支給材料精算書

（別記様式第４号）の提出があった場合は、その内容が事実と相違

ないことを確認するものとする。

４ 業務監督員は、委託業務の完了、変更又は解除によって支給材料

（貸与品を含む。）の返還を受ける場合は、契約図書により指定さ

れた場所において、第１項の検査を行い、当該検査に合格したもの

を受領するものとする。この場合において、業務監督員は、受注者

から支給材料（貸与品）返納調書（別記様式第５号）を徴し、契約

担当者に報告しなければならない。

（指定材料の確認）

第５条 業務監督員は、契約図書において業務監督員の検査、確認、

立合い又は見本の確認を受けるものと指定された材料について、検

査、確認、立合い又は見本の確認を行うものとする。

（業務監督員の立会い）

第６条 業務監督員は、契約図書において業務監督員の立会いの上、

実施するものと指定された事項について、受注者より立会願（別記

様式第６号）が提出されたときは、実施日時を定め実施するものと

する。

（委託業務履行状況の確認）

第７条 業務監督員は、契約図書において段階確認を行った後に履行

するものと指定された事項、業務処理責任者から段階確認願（別記



様式第７号）により要請のあった事項及び業務監督員が特に必要と

認める事項については、出来形、品質、規格、数量等の履行状況の

確認を行うものとする。

（修補の請求）

第８条 業務監督員は、委託業務の履行が、契約図書の内容に適合し

ない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、修補

請求を行はなければならない。

（工程の把握及び委託業務の促進の指示）

第９条 業務監督員は、業務処理責任者から提出される委託業務工程

表及び月報等による委託業務履行報告に基づき工程を把握するもの

とする。

（関連業務との調整）

第１０条 業務監督員は、当該委託業務に関連する他の業務が委託業

務工程上密接に関連する場合は、必要に応じて委託業務の工程等に

ついて調整し、業務処理責任者に対し必要な事項を指示するものと

する。

（書類の整理）

第１１条 業務監督員は、業務処理責任者より提出を受け、又は自己

が作成した協議簿その他の協議等の結果について、その経過を明ら

かにし、整理しなければならない。

（委託業務関係者に関する措置請求）

第１２条 業務監督員は、業務処理責任者若しくは受注者の使用人若

しくは受注者から委託業務を委任され、若しくは請け負った者がそ

の業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、委託業務関



係者変更上申書（別記様式第8号）を契約担当者に提出し、その指示

を受けるものとする。

（条件等不一致に関する調査及び確認）

第１３条 業務監督員は、次の各号に掲げるものについて、業務処理

責任者からその事実の確認を請求されたとき、又は自らその事実を

発見したときは、直ちに業務処理責任者の立会いの上確認又は調査

を行わなければならない。

（１）図面、仕様書、説明書及び現場説明書に対する質問回答書（以

下「設計図書」という。）が一致しないとき。

（２）設計図書に誤り又は脱漏があるとき。

（３）設計図書の表示が明確でないとき。

（４）設計図書に示された条件と実際の業務内容とが一致しないと

き。

（５）設計図書に明示されていない条件について、予期することので

きない特別の状態が生じたとき。

２ 業務監督員は、当該事実の確認又は調査（以下「確認等」とい

う。）を行ったときは、当該確認等の結果（措置が必要となるとき

は当該指示を含む。）について、確認等が終了した日から１４日以

内に協議簿により業務処理責任者に通知しなければならない。

（設計図書の変更）

第１４条 業務監督員は、確認等の結果、設計図書を変更する必要が

あると認められるときは、設計変更上申書を契約担当者に提出し、

その指示を受けるものとする。

２ 業務監督員は、設計図書の変更に伴い、履行期間を変更する必要が

ある場合は、履行期間の算定を適切に行うものとする。

３ 業務監督員は、受注者から承諾書が提出された場合は、速やかに契

約担当者に報告しなければならない。



（業務の一時中止）

第１５条 業務監督員は、委託業務の全部又は一部を一時中止する必

要があると認められるときは、業務一時中止上申書（別記様式第９

号）に一時中止の範囲、理由を付し、契約担当者に提出し、その指

示を受けるものとする。

２ 業務監督員は、委託業務の一時中止に伴い、履行期間を変更する必

要がある場合は、履行期間の算定を適切に行うものとする。

３ 業務監督員は、受注者から承諾書が提出された場合は、速やかに契

約担当者に報告しなければならない。

（履行期間の延長請求）

第１６条 業務監督員は、受注者から履行期間延長願（別記様式第１

０号）又は履行期間変更請求書（別記様式第１１号）の提出があっ

た場合は、工程状況及びその理由に関する調査を行い、委託業務遅

延報告書（別記様式第１２号）を契約担当者に提出し、その指示を

受けるものとする。

（損害発生の調査及び報告）

第１７条 業務監督員は、委託業務の成果品、仮設物、委託業務履行

に必要となる調査機器等の損害又は第三者に及ぼした損害につい

て、業務処理責任者から報告を受けた場合は、その原因、損害の状

況等を調査し、登別市建設工事執行規則第１４条第３号第２号に定

める損害発生報告書を契約担当者に提出し、その指示を受けるもの

とする。

（不可抗力による損害の調査及び報告）

第１８条 業務監督員は、天災等の不可抗力による委託業務の成果

品、仮設物、委託業務履行に必要となる調査機器等の損害について



業務処理責任者から登別市建設工事執行規則第１８条第１項に定め

る発生損害通知書を受けた場合は、業務処理責任者の立会いの上、

その原因、損害の状況等を調査するものとする。

２ 前項の調査の結果について、業務監督員は、登別市建設工事執行

規則第１４条第３号第２号に定める発生損害確認書に発生損害通知

書を添付して契約担当者に提出し、その指示を受けるものとする。

（中間検査の要請）

第１９条 業務監督員は、契約図書に定められた検査のほか、中間検

査が必要と認められる場合は、中間検査要請書（別記様式第１３

号）を契約担当者に提出するものとする。

（成果品の部分使用）

第２０条 業務監督員は、成果品の部分使用を行う必要がある場合

は、成果品部分使用上申書（別記様式第１４号）を契約担当者に提

出しなければならない。

２ 業務監督員は、成果品の部分使用について必要があると認められ

るときは、あらかじめ受注者に対して成果品部分使用に係る協議書

（別記様式第１５号）により協議しなければならない。

３ 業務監督員は、受注者から成果品部分使用承諾書（別記様式第１６

号）が提出された場合は、速やかに契約担当者に報告しなければな

らない。

（現場発生品の処理）

第２１条 業務監督員は、委託業務において残存又は発生した物件に

ついて、業務処理責任者から現場発生品調書（別記様式第１７号）

の提出があったときは、規格及び数量等を確認し、その保管方法等

について指示を行い、速やかに発生物品報告書（別記様式第１８

号）を契約担当者に提出するものとする。



（住民対応）

第２２条 業務監督員は、住民等からの委託業務に関する苦情、要望

等に対し、適切に対応しなければならない。

（関係機関との協議、調整等）

第２３条 業務監督員は、委託業務に関して、必要に応じて関係機関

との協議、調整等を行い、それに伴う必要な措置を講ずるものとす

る。

（臨機の措置）

第２４条 業務監督員は、災害防止その他の委託業務の履行上特に必

要があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとるこ

とを請求することができる。

２ 業務監督員は、前項により受注者に対して請求を行った場合又は受

注者から臨機の措置に関する通知があった場合は、臨機の措置報告

書（別記様式第１９号）を契約担当者に提出するものとする。

（事故等に対する措置）

第２５条 業務監督員は、受注者から事故、騒音、振動その他の事象

の発生の報告があったときは、受注者から労働災害等発生報告書

（別記様式第２０号）を徴し、状況及び添付書類を確認した上、委

託業務事故発生報告書（別記様式第２１号）により速やかに契約担

当者に報告しなければならない。

（出来形部分等の確認及び報告）

第２６条 業務監督員は、受注者から出来形部分等確認の請求があっ

た場合は、当該請求に係る出来形部分等を確認し、速やかに契約担

当者に報告しなければならない。



（土地への立ち入り）

第２７条 業務監督員は、受託者が委託業務の履行のために第三者が

所有する土地に立ち入る場合は、通知を行い、必要に応じて、受託

者の協力を得ながら、当該土地の所有者等の承諾を得るものとす

る。

２ 前項の通知は、原則として、書面をもって行うこととする。

３ 業務監督員は、受託者の第三者の土地への立ち入りに際して、身

分証明書の交付と回収を行わなければならない。

（完了届）

第２８条 業務監督員は、受託者から業務完了通知書（指定部分に係

る場合を含む。）の提出があったときは、速やかに契約担当者に報

告しなければならない。

（委託業務検査等の立会）

第２９条 業務監督員は、委託業務検査等に当たり、業務検査員に立

会を求められたときは、これに応じなければならない。

（委託業務関係書類等引渡し）

第３０条 業務監督員は、委託業務の受渡しを完了した後は、当該委

託業務に関係する書類等を整理し、担当グループ総括主幹等に引渡

さなければならない。

（その他の様式）

第３１条 この要領に定める様式以外については、登別市業務委託事

務取扱要綱（平成３年訓令第９号）及び登別市建設工事規則（平成

３年規則第１３号）に定める様式を準用する。



附 則（平成２９年訓令 第５号）

この訓令は、平成２９年１月１９日から施行する。

（別記様式第１号）業務監督員代理命令兼復命書

（別記様式第２号）協議簿

（別記様式第３号）物品受領書

（別記様式第４号）支給材料精算書

（別記様式第５号）支給材料（貸与品）返納調書

（別記様式第６号）立会願

（別記様式第７号）段階確認願

（別記様式第８号）委託業務関係者変更上申書

（別記様式第９号）業務一時中止上申書

（別記様式第１０号）履行期間延長願

（別記様式第１１号）履行期間変更請求書

（別記様式第１２号）委託業務遅延報告書

（別記様式第１３号）中間検査要請書

（別記様式第１４号）成果品部分使用上申書

（別記様式第１５号）成果品部分使用に係る協議書

（別記様式第１６号）成果品部分使用承諾書

（別記様式第１７号）現場発生品調書

（別記様式第１８号）発生物品報告書

（別記様式第１９号）臨機の措置報告書

（別記様式第２０号）労働災害等発生報告書

（別記様式第２１号）委託業務事故発生報告書


